
第四次地域管理経営計画書

（久慈・閉伊川森林計画区）

（第二次変更計画）

自 平成２４年４月 １日

計画期間

至 平成２９年３月３１日

（第一次変更 平成２５年３月）

（第二次変更 平成２６年３月）

東 北 森 林 管 理 局



【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成11年農林水産省訓令第２号）第６条第９項の規定

に基づき変更するものである。

１ 多様な森林整備や保全活動の要請に対応した国民参加の森づくりを推進するため設定した

フィールド提供の候補地（三陸北部署１９２い５）について、法人の森（分収造林）契約見

込みとなったことから変更する。

【変更項目及び頁】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Ⅵ 国民の参加による森林の整備に関する事項 １

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ その他必要な事項 １
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Ⅵ 国民の参加による森林の整備に関する事項

３ その他必要な事項

（１）森林環境教育の推進

遊々の森等の候補地

所在市町村 位 置 （林小班） 面 積（ha）

田野畑村
明戸国有林

１．０２
（三陸北部 ５７２わ）

【参考（削除）】

遊々の森等の候補地

所在市町村 位 置 （林小班） 面 積（ha）

宮古市【削除】
早池峰山国有林

８．７６
（三陸北部 １９２い５）


